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国
の
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
、
「
75

歳
以
上
の
高
齢
者
『
後
期
高
齢
者
』

（
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
が

あ
り
制
度
に
加
入
す
る
方
を
含
む
）
」

に
係
る
医
療
に
つ
い
て
は
、
財
政

基
盤
の
安
定
化
を
主
要
な
目
的
と

し
て
、
従
来
の
老
人
保
健
制
度
か

ら
、
全
市
町
村
が
加
入
す
る
広
域

連
合
を
運
営
主
体
と
す
る
独
立
し

た
医
療
保
険
制
度
で
あ
る
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
で
実
施
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
制
度
で

は
次
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
し

た
。

　

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
点
に
つ

い
て
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
に

を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
資
格
と
保
険
料
に
つ
い
て
は

２
月
号
で
、
給
付
に
つ
い
て
は
３

月
号
で
紹
介
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

被保険者

市　町

医療機関

三重県後期
高齢者

医療広域連合

医
療
費
請
求

医
療
費
支
払

保
険
料

納
付
通
知

保
険
料
納
付

被
保
険
者
証

引
渡
し

情報提供

被保険者証交付

診　療

被保険者証の提示
医療費の一部負担

保険料決定

■
制
度
の
施
行
日

　

平
成
20
年
４
月
１
日　

■
運
営
主
体

　

県
内
全
て
の
市
町
が
加
入
す
る

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

広
域
連
合
…
被
保
険
者
の
認
定
、

資
格
管
理
、
保
険
証
等
の
交
付

　

市
町
…
加
入
、
脱
退
の
届
出
の

受
付
、
保
険
証
の
引
渡
し
な
ど
の

窓
口
業
務

資　

格

　

三
重
県
内
に
住
所
を
有
す
る
75

歳
以
上
の
全
て
の
方
（
生
活
保
護

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
除
き
ま

す
）

※
65
歳
以
上
で
一
定
の
障
が
い
が

あ
り
、
制
度
に
加
入
す
る
方
を
含

み
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
医
療

保
険
（
国
民
健
康
保
険
、
被
用
者

保
険
）
を
脱
退
し
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。被

用
者
保
険
と
は
、
政
府
管

掌
健
康
保
険
や
、
企
業
の
健

康
保
険
、
船
員
保
険
、
公
務

員
の
共
済
組
合
等
の
こ
と
で

あ
り
、
国
民
健
康
保
険
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

①
平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
、
75

歳
以
上
の
方

　

…
制
度
施
行
日
（
平
成
20
年
４

月
１
日
）
か
ら
資
格
を
取
得

②
65
歳
〜
74
歳
で
一
定
以
上
障
害

認
定
申
請
に
よ
り
老
人
保
健
資
格

を
取
得
し
て
い
る
方

（
本
人
の
申
出
に
よ
り
資
格
喪
失

で
き
ま
す
）

　

…
制
度
施
行
日
（
平
成
20
年
４

月
１
日
）
か
ら
資
格
を
取
得

③
制
度
施
行
後
、
75
歳
と
な
る
方

　

…
75
歳
年
齢
到
達
日
（
誕
生
日
）

か
ら
資
格
を
取
得

④
制
度
施
行
後
、
65
歳
〜
74
歳
で

一
定
以
上
障
害
認
定
申
請
を
さ
れ

た
方

　

…
広
域
連
合
か
ら
認
定
を
受
け

た
日
か
ら
資
格
を
取
得

　

被
保
険
者
証
は
１
人
１
枚
交
付

し
ま
す
。

・
老
人
保
健
制
度
か
ら
移
行
さ
れ

　

る
方
に
は
、
３
月
下
旬
に
被
保

　

険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

・
制
度
施
行
後
に
75
歳
に
な
る
方

　

に
は
、
75
歳
到
達
日
の
前
に
被

　

保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

・
障
害
認
定
申
請
を
さ
れ
た
方
に

　

は
、
認
定
後
に
被
保
険
者
証
を

　

交
付
し
ま
す
。

※
な
お
、
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
毎
年
７
月
末
日
と
な
っ
て
お

り
、
７
月
中
に
８
月
か
ら
翌
年
７

月
末
ま
で
有
効
の
新
た
な
被
保
険

者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

自
己
負
担
額
は
現
行
の
老
人
保

健
制
度
と
同
様
で
、
か
か
っ
た
医

療
費
の
１
割
（
現
役
並
み
所
得
者

は
３
割
）
の
金
額
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

介
護
保
険
制
度
と
同
様
に
全
て
の

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
対
し
て

保
険
料
を
算
定
、
賦
課
し
ま
す
。

○
保
険
料
の
算
定

　

保
険
料
は
、
医
療
給
付
等
を
行

う
た
め
に
必
要
な
経
費
を
も
と
に

算
定
し
ま
す
。
各
被
保
険
者
の
保

険
料
の
内
訳
は
、
被
保
険
者
均
等

割
（
応
益
割
）
と
所
得
割
（
応
能

割
）
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
な
お
、

所
得
割
の
算
定
対
象
所
得
は
「
基

礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
を

基
準
と
し
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料

の
上
限
は
年
額
50
万
円
（
被
保
険

者
均
等
割
と
所
得
割
の
合
計
）
と

な
り
ま
す
。

　

被
保
険
者
均
等
割
額
と
所
得
割

率
に
つ
い
て
は
原
則
県
内
均
一
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お

い
て
２
年
ご
と
に
算
定
し
ま
す
。

※
平
成
20
年
度
及
び
21
年
度
に
お

け
る
被
保
険
者
均
等
割
額
と
所
得

割
率
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を
　差し引いて判定します。

総所得金額等が下記の金額以下の世帯（被保険者及び世帯主）

３３万円 ＋ ２４.５万円 × 当該世帯の被保険者の数
（被保険者である世帯主を除く）

３３万円 ＋ ３５万円 × 当該世帯の被保険者の数

３３万円

５割

２割

７割

軽減割合

４
月
１
日

か
ら
実
施

保
険
料

老人保健制度から後期高齢者医療制度へ

被
用
者
保
険
と
は
、
政
府
管
掌

健
康
保
険
や
、
企
業
の
健
康
保

険
、
船
員
保
険
、
公
務
員
の
共

済
組
合
等
の
こ
と
で
あ
り
、
国

民
健
康
保
険
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
方

■
広
域
連
合
と

　
　
　

市
町
の
役
割

②
市
町
村
が
医
療
保
険
の
保
険

料
か
ら
の
拠
出
金
と
公
費
と
を

財
源
と
し
て
運
営
す
る
仕
組
み

で
、
拠
出
金
の
中
の
現
役
世
代

と
高
齢
者
の
保
険
料
が
区
分
さ

れ
て
お
ら
ず
、
両
者
の
費
用
負

担
関
係
は
明
確
で
な
い
。

①
独
立
の
医
療
保
険
制
度
を
創

設
し
、
都
道
府
県
の
区
域
内
の

全
て
の
市
町
村
が
加
入
す
る
広

域
連
合
が
運
営
を
行
う
こ
と
に

よ
る
財
政
運
営
の
責
任
主
体
の

明
確
化

②
高
齢
者
の
一
人
ひ
と
り
を
被

保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
徴
収

し
、
高
齢
者
と
支
え
手
で
あ
る

現
役
世
代
の
負
担
の
明
確
化
・

公
平
化

①
後
期
高
齢
者
が
、
国
民
健
康

保
険
又
は
被
用
者
保
険
に
加
入

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
を
払

い
つ
つ
、
給
付
は
市
町
村
か
ら

受
け
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
保
険
料
の
決
定
主
体
で
あ

る
医
療
保
険
者
と
給
付
主
体
で

あ
る
市
町
村
は
別
で
あ
り
、
財

政
運
営
の
責
任
が
明
確
で
な
い
。

◆
低
所
得
者
に
係
る
軽
減

　

低
所
得
世
帯
に
属
す
る
方
に
つ

い
て
は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
応

じ
て
一
定
の
計
算
に
基
づ
き
保
険

料
の
被
保
険
者
均
等
割
部
分
の
軽

減
（
７
割
、
５
割
、
２
割
）
措
置

が
あ
り
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に
係

　

る
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
さ
れ

る
前
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
の

被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
た
方
に
つ

い
て
は
、
新
た
に
保
険
料
負
担
が

か
か
る
こ
と
か
ら
、
激
変
緩
和
の

た
め
制
度
加
入
時
か
ら
２
年
間
は

被
保
険
者
均
等
割
を
５
割
軽
減
し
、

所
得
割
は
課
し
ま
せ
ん
。

※
平
成
20
年
度
に
つ
い
て
は
、
時

限
措
置
と
し
て
４
月
か
ら
９
月
ま

で
の
６
か
月
間
の
保
険
料
は
無
料

と
な
り
、
10
月
か
ら
平
成
21
年
３

月
ま
で
の
６
か
月
間
の
保
険
料
は

被
保
険
者
均
等
割
が
９
割
軽
減
さ

れ
た
額
と
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
軽
減
措
置

■
資
格
取
得
す
る
日

■
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

　

に
つ
い
て

■
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

　

と
き


